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１．はじめに
　2014（平成26）年6月に制定された「地域におけ
る医療及び介護の総合的な確保を推進するための関
係法律の整備等に関する法律」にもとづき，都道府
県が「地域医療構想」を策定することが医療法に定
められた．具体的には，同時に定められた病床機能
報告制度によって地域の医療資源の賦存量を確認す
るとともに2025（平成37）年における機能別の必要
病床数を推計し，2025（平成37）年のあるべき医療
提供体制を実現するための施策を検討するというも
のである†1）．2016（平成28）年12月末現在で39の
都道府県が策定を終えており1），今後は推計された
必要病床数に基づいて，各病院が採算性を念頭に病
床機能の再編にむけて相互に調整をおこなっていく
ことになる．
　ところで，このような2025（平成37）年に向けた
病床再編の動きは不採算医療を担う公立病院にも例
外なくあてはまるため，公立病院においても他の病
院と同様に地域の医療需要を見据えた上で，地域に
おける役割を検討する必要がある．そのため，従来
の「公立病院改革ガイドライン」に示されていた①
経営効率化，②再編・ネットワーク化，③経営形態
の見直しの3つに④地域医療構想を踏まえた役割の
明確化を加えた「新公立病院改革ガイドライン」を
総務省が2015（平成27）年3月に示している．そも
そも，このようなガイドラインが示される背景には，
公立病院がへき地医療や小児医療あるいは救急医療
や高度・先進医療などを地域において継続的に提供
していく役割を担っていることがある．これらの医
療は，地域にとって必要ではあるものの採算がとり
にくく，民間病院にその役割を委ねることができな
い．そこで，公共部門がこの役割を担っているとい
うのが現状である．

公立病院経営と政府部門の財政との関係性
―枠組みと時系列データの整理―

喜　田　泰　史＊1

　上記のような理由から，公立病院は医療サービス
提供の対価として得られる収入の他に設置主体であ
る地方自治体から財政的支援を受けており，公立病
院全体で収益的収入全体の約12.3% にあたる4976億
円が，資本的収入においては全体の34.7% にあたる
1983億円がそれぞれ繰り入れられている．つまり，
年間で約7000億円が公的財政から支出されているこ
とになる2）．これを国民1人当りに換算すると，1人
当たり約6,000円弱の負担をしている計算となるこ
とから，政府部門の財政全体額に比べると大きな金
額であるとは言えないものの，看過することはでき
るものではない．したがって，地域医療構想におけ
る病床再編を検討する際には，繰入金等の財源も念
頭においたうえで，公立病院のあり方について議論
を進めていく必要があると言える．
　ところで，このような，公立病院経営と公共部門
の財政の関係性について論じられた先行研究は多く
なく，筆者が調べうる限りでは山内3）が詳しい†2）．
山内は財政的な観点から自治体病院のあり方を明ら
かにするために，他会計から自治体病院への繰入金
について病院事業に関する交付税措置を中心に議論
を展開している．一方で，病院事業以外にも地方公
共団体が行う公営事業は存在し，また，交付税以外
にも国の財政支出は存在する．そして，何より国の
財政支出は収入があってこそ成り立つものである．
そこで，本稿では，公立病院における他会計からの
繰入の状況とともに，繰出し側としての政府部門の
財政の状況やその推移を概観することをとおして，
公立病院の支える公的財源の有限性を確認すること
としたい．
　
２．公立病院の概要
　ここでは，本稿で取り扱う公立病院の位置づけと
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その特徴，そして近年の公立病院数の推移について
概説する．
２. １　公立病院の位置づけ
　まず，医療法における位置づけについて確認して
おく．医療法第三十一条では，「都道府県，市町村
その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院又は
診療所」を公的医療機関として位置づけている．こ
こでいう「その他厚生労働大臣の定める者」とは，
・地方公共団体の組合
・ 国民健康保険団体連合会
・日本赤十字社
・社会福祉法人恩賜財団済生会
・ 全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生（医
療）農業協同組合連合会

・ 全国厚生農業協同組合連合会の会員である社会医
療法人

・社会福祉法人北海道社会事業協会
とされている．このように医療法において「公的医
療機関」が定義されている理由として，自治体病院
経営研究会は「戦後医療機関の計画的整備を図るに
際して，国民に必要な医療を確保するとともに，医
療水準の向上を進めるうえで公的なものを中心とす
る必要があったこと等」を挙げている4）．
　次に，地方公営企業法に目を向けてみる．地方公
営企業法とは，地方公共団体が経営する企業に関す
る内容を規定したものである．地方公共団体が経営
する病院事業についても，同法の適用をうけてい
る†3）．
　以上のことから，本稿では，医療法でいう「公的
医療機関」のうち都道府県，市町村，一部事務組合
によって開設され，地方公営企業法が適用されてい
る病院を公立病院，それ以外の「公的医療機関」を
公的病院とする立場にたって，論をすすめていくこ
とにする．
２. ２　公立病院の特徴
　続いて，公立病院の特徴について確認しておきた
い．
　地方公営企業法第三条によれば，地方公営企業は
「常に企業の経済性を発揮するとともに，その本来
の目的である公共の福祉を増進するように運営され
なければならない」とされている．したがって，公
立病院においては，「公共の福祉の増進」と「経済
性の発揮」の両立がその特徴であるといえる．
　また，地方財政法第六条には公営企業の「独立採
算の原則」が示されており，「その性質上当該公営
企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当で
ない経費」（以下，不適当経費とする）と「当該公
営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその

経営に伴う収入のみをもつて充てることが客観的に
困難であると認められる経費」（以下，困難経費と
する）を除いた経営に必要な経費については，経営
に伴う収入で賄わなければならないことになってい
る．したがって，公立病院においても，「独立採算
の原則」にしたがい，不適当経費と困難経費を除い
た必要経費は，病院運営で得られる収入によって賄
うことが求められていることになる．
　このように，地方公営企業に「独立採算の原則」
が掲げられている理由として，佐々木5）は，①受益
者負担の原則が公平性の観点から望ましいこと，②
受益者負担は需要を適切な水準に保たせる効果があ
ること，③経営者と従業員に経営のインセンティブ
を課すことといった3点の内容を挙げている．
　以上のことから，公立病院経営の特徴は「経済性
の発揮」，「公共の福祉の増進」，「独立採算の原則」
という3つのキーワードで表すことができよう．
２. ３　公立病院数の推移
　続いて，1989（平成元）年以降の公立病院数の推
移についてみておきたい．
　図1には，1989（平成元）年以降のわが国の公立
病院数と全病院にしめる公立病院の割合を示してい
る．これを見ると，2003（平成15）年まで公立病院
の数に変化はあまりみられないが，2004（平成16）
年以降に徐々に公立病院が減少していることが分か
る．一方で，公立病院が全病院に占める割合は2003
（平成15）年まで上昇し続け，それ以降減少してい
る．このことから，2003（平成15）年までは相対的
に公立病院ではない国立あるいは民間の病院が減少
しており，それ以降はこれらの病院よりむしろ公立
病院の減少が多かったことが理解できる．

３．公立病院経営への財政措置
　本章では，公立病院経営と政府部門の財政との関
係性を明らかにするため，公立病院への財政措置の
状況についてみていく．
３. １　公立病院の収支構造
　まず，地方公共団体が経営する病院全体の財政収
支をとおして，わが国の公立病院の収支の現状をみ
ておくことにする．なお，公営企業の会計は，収益
的収支と資本的収支の2つの区分が存在し，財政措
置についても収益的収支への財政措置と資本的収支
への財政措置に分けられている．そこで，収益的収
支と資本的収支について順に構造を見ていくことに
する．
３. １. １　収益的収支
　図2には，2015（平成27）年度における804の公立
病院の損益収支の合計額を示している．中央の点線
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を挟んで左側が経常収益を表し，右側が経常費用を
表している．また，それぞれ外側にこれらの内訳を
示している．
　経常収益は大きく医業収益と医業外収益に分かれ
ており，2015（平成27）年度では医業収益が公立病
院全体で3兆4337億円，医業外収益が5772億円となっ
ている．また，医業収益は主に入院収益と外来収益
から構成されており，経常収益の約80% を占めて
いる．一方，入院収益と外来収益以外に他会計負担
金や他会計補助金，国庫補助金といった収入もあり，
前述のとおり，経常収益全体に占める割合は12.2%
となっている．
　次に，経常費用は大きく医業費用と医業外費用に
分かれており，2015（平成27）年度では医業費用が
3兆8346億円，医業外費用が2310億円となっており，
医業費用が全体の94%を占めていることがわかる．
医業費用の内訳は，主に，職員給与費，材料費，減
価償却費となっており，その中でも人件費としての
職員給与費が多くを占めている．
　以上の経常収益と経常費用の差が経常損益とな
り，2015（平成27）年度では公立病院全体で548億
円の経常損失となっている．その内訳は経常利益を
計上した病院が330病院であり，合計で575億円の黒
字となっており，反対に経常損失を計上した病院が
475病院であり，合計で1123億円の赤字となっている．
　このように公立病院全体で赤字となっているよう
な状態は2015（平成27）年度に限ったことではなく，
1989（平成元）年以降で黒字となったのは2010（平
成22）年度から2012（平成24）年度の3年間のみで
ある．このような状態を図3に示している．図3には，
経常損益額の推移に加えて，経常利益を計上した公
立病院と経常損失を計上した公立病院の割合の推移

も示している．これを見ると，多くの年度において
赤字経営の病院が黒字経営の病院より多いというこ
とが理解できる．したがって，国庫からの補助金や
他会計からの繰入金を加えても，慢性的な赤字経営
となっていることが全国的な傾向であることが理解
できる．
３. １. ２　資本的収支
　図4には，2015（平成27）年度における804の公立
病院の資本収支の合計額を示している．中央の点線
を挟んで右側が資本的支出を表し，左側がそれを賄
うための財源を表している．資本的支出は主に建設
改良費と企業債償還金があり，企業債償還金が3148
億円，建設改良費が4407億円となっている．
　一方で，財源について見てみると，内部資金によ
るものが2252億円，外部資金によるものが5496億円
と外部資金に依存していることが分かる．他会計か
らの繰入れについては，外部資金のうち，出資金，
負担金，借入金，補助金を合計した1983億円となっ
ている．
３. ２　他会計からの繰入金
　続いて，本稿の中心的関心事である他会計からの
繰入金について見ていく．
３. ２. １　公営企業における繰出の根拠
　地方公営企業は第2章で述べたとおり，独立採算
が原則となっている．しかし，不適当経費や困難経
費については，地方公営企業法第十七条の二に示さ
れているように，「地方公共団体の一般会計又は他
の特別会計において出資，長期の貸付け，負担金の
支出その他の方法により負担」することになってい
る．ちなみに，不適当経費には，看護師確保のため
の養成事業や救急医療の確保あるいは保健衛生に関
する行政などに要する経費が，困難経費には，へき

図１　公立病院数の推移と病院全体に占める割合
出典：厚生労働省　医療施設調査（平成元年～平成27年）をもとに筆者作成
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図３　利益・損失を計上した公立病院割合と経常損益合計額の推移

図２　公立病院の経常収支合計（平成27年度）

出典：地方公営企業年鑑（平成元年度～平成27年度）をもとに筆者作成

出所：地方公営企業決算状況調査（平成27年度決算状況調査）をもとに筆者作成　
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地医療や高度医療などに要する経費がそれぞれ地方
公営企業法施行令で定められている．
　また，不適当経費や困難経費以外の場合において
も，「災害の復旧その他特別の理由により必要があ
る場合」における地方公営企業の特別会計への補助
が（第十七条の三），あるいは不適当経費や困難経
費の他に出資や長期貸付けが（第十八条）行える規
定も存在する．
３. ２. ２　繰出基準
　次に，総務省が通知している地方公営企業繰出金
の基準についてみていく．地方公営企業繰出金は「地
方公営企業の経営の健全化を促進し，その経営基盤
を強化するため」に地方公共団体の歳入や歳出の総
額の見込額を示した地方財政計画に計上されるもの
である．地方財政計画の位置づけについては，第4
章で詳しく述べるが，2015（平成27）年度の地方財
政計画に計上された地方公営企業繰出金の額は2兆
5397億円であり，病院事業にはそのうち7263億円が
計上されていた†4）．この金額は総務省の通知に示
された繰出の基本的な考え方をもとに積算された合
計額であり，2015（平成27）年度における具体的な

算出方法とその金額を表１に示している．加えて，
前述の繰出の根拠ならびに経理区分も表１に示して
いる．
　各地方公共団体が一般会計から各事業へ総務省が
示した考え方にしたがって，繰り出しを行った場合，
その一部が地方交付税によって措置される．措置さ
れるのはここに記載された基準額のうちの一部であ
り，措置されない分については，地方公共団体の会
計において裁量が可能な財源によって賄われること
になる．また，総務省が示した考え方に則らない基
準外の支出も存在する．したがって，地方公営企業
決算の概況に示される繰入額は，ここに示された積
算額とは必ずしも一致するわけではない．ちなみに，
2015（平成27）年度の決算では，基準内の繰出額が
6407億円，基準外の繰出額が559億円で合計6966億
円が地方公共団体から公立病院へ繰り出されている．
３. ２. ３　公営企業繰出金の時系列推移
　続いて，以上で述べた公営企業繰出金の1989（平
成元）年以降の時系列推移について見ておきたい．
　本来であれば，総務省の通知にしたがって，繰出
基準が示された13の経費に分けて示すべきである

図４　公立病院の資本収支状況（平成27年度）
出典：地方公営企業決算状況調査（平成27年度決算状況調査）をもとに筆者作成
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表１　一般会計からの繰出金基準と地域財政計画における積算額

出所：�総務省「平成27年度の地方公営企業繰出金について（通知）」および地方財務協会　「平成27年度改正地方財政
詳解」　をもとに筆者作成

が，ここでは，「建設改良費」，「へき地医療・不採
算地区病院」，「救急医療」，「結核医療，精神医療，
感染症医療」，「高度医療」，「経営基盤強化対策」，「そ
の他」の7つに区分して推移を示す．
　この時系列推移において特徴的であるのは次の3
点であると考えられる．
　まず，1点目は，1999（平成11）年まで繰出金の
見込みが増加傾向にあったという点である．これは，
同時期まで続いた病床数の全国的な拡大傾向と一致
している．
　次に，2点目は1989（平成元）年以降，概ね繰出
金の4割を建設改良費が占めているという点である．
このことから，公立病院の施設や設備の維持に少な

からず公的資金が投入されていることがうかがえる．
　最後に3点目は，2009（平成21）年度から2011（平
成23）年度にかけての増額の内訳についてである．
グラフには示していないが，このように金額が増え
た内訳には，救急医療においては救急告示病院や救
命救急センターへの空床補償の増額や小児救急への
増額がある．また，経営基盤強化対策に関する費用
の増額の内訳には，職員の共済追加費用や再編等に
要する経費の増額に加え，新たに医師確保対策の経
費が計上されている．このように救急医療や医師確
保に取り組まれた背景には，新医師臨床研修医制度
が実施されたことに端を発する医師不足があると考
えられよう．
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４．国の財政と地方財政
　前章で述べたように，公立病院には設置主体であ
る地方公共団体や国から少なからず財政的な措置が
行われている．そこで，本章では，公立病院への財
政措置に関係する事項を中心に国と地方公共団体の
財政のつながりについて概観する．
４. １　国と地方公共団体の役割
　国と地方公共団体の財政のつながりについて見て
いく前に，国と地方公共団体の行政の役割分担につ
いて確認しておくことにする．
　国と地方公共団体の役割について法的に定義して
いるのは，地方自治法第一条の二の2である．これ
によれば，国の役割として，
① 国においては国際社会における国家としての存立
にかかわる事務

② 全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸
活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関
する事務

③ 全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行
わなければならない施策及び事業の実施

の3点を行うことが挙げられている．一方，地方公
共団体の役割については，「住民に身近な行政」が

国から委ねられることが基本とされている．また，
地方公共団体は「地域における事務及びその他の事
務で法律又は政令により処理することとされるもの
を処理する」ことが定められており，国や都道府県
が本来果たすべきではあるが適正に処理することを
確保するために地方公共団体に委託する①法定受託
事務とそれ以外の②自治事務とに分けられる．①法
定受託事務の主なものとしては，戸籍の管理や国政
選挙，生活保護などがある．また，②自治事務につ
いては，法律・政令により事務処理が義務づけられ
ている介護保険や国民健康保険の給付あるいは児
童・老人障害者の福祉サービスによるものと，公共
施設の管理といった法律・政令に基づかず任意で行
うものが存在する．
　このような国と地方公共団体の役割分担を財政の
視点から見てみると，国は財政が持つ資源配分の調
整，所得分配の調整，経済の安定化といった3つの
機能に働きを持つが，地方は主に資源配分機能を担
うとされている6）．地方公共団体による病院の経営
は資源配分機能の具体的なものの1つである．また，
後述の地方交付税についても資源配分機能として位
置づけられている6）．

図５　公営企業繰出金計上金額の時系列推移
出典：地方財務協会　「改正地方財政詳解」（平成元年～平成28年）をもとに筆者作成
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　加えて，小西7）は国が地方に対して事務を配分す
る以上は国が財源を保障しなければならないことを
説明しており，したがって，国と地方公共団体の財
政のつながりは役割分担の表れであると理解できる．
４. ２　国と地方の財政状況
　続いて，財政のつながりを具体的に見ていくこと
にする．
　図6には地方交付税を中心に2016（平成28）年度
の予算ベースによる国と地方財政計画の歳入と歳出
を示している．地方財政計画とは，地方交付税法に
基づいて作成された地方公共団体の歳入および歳出
総額の見込額であり，その役割を端的に表すと，
①地方財源を保障する
②地方財政と国家財政・国民経済の整合を図る
③地方公共団体の毎年度の財政運営の指標とする
となる8）．
　まず，国の歳入をみてみると，税収は57.6兆円で，
そのうち地方交付税の対象税目の合計額は48.8兆円
である．この対象税目のうち，所得税と法人税は
33.1%，酒税は50%，消費税は22.3% が「地方の固
有の財源」の意味合いで地方交付税交付金として地
方公共団体へ配分される．
　一方，歳出はこの地方交付税交付金の15.3兆円や
社会保障関係費の32.0兆円などを含む合計96.7兆円
が支出されることになっている．ここで，注目して

おきたいのが，税収とその他収入を合計しても，歳
出の合計額に届かないという点である．この差につ
いては，国の借金である公債金によって埋められて
おり，その金額が歳入全体の35.6% を占めていると
いうことに注意を払う必要がある．
　次に，地方財政計画をみてみる．地方財政計画の
歳出は行政目的によって分類された目的別分類では
なく，経済的な性質によって分類された性質別分類
に似た分類となっており，地方公共団体が歳出を見
込んでいる給与関係経費，一般行政経費，投資的経
費などの総額がここに示されている．地方公共団体
の歳出見込みの総額は85.8兆円となっており，国の
歳出予算に匹敵する金額である．地方公共団体から
公立病院へ繰り出される公営企業繰出金も一つの費
目として計上されており，平成28年度は2兆5143億
円が見込まれている．
　反対に，歳入に着目すると，生活に身近な行政サー
ビスを賄うための財源である地方税の38.7兆円など
を含む合計85.8兆円が地方公共団体への歳入として
見込まれている．ここで注目しておきたい点は，地
方公共団体全体としては，地方税のみで歳出を賄う
ことはできないため，その不足を地方債の発行や国
庫支出金あるいは，地方税及び譲与税配付金特別会
計を介して国の一般会計から歳出されている地方交
付税によってその不足を補うことが必要であるとい

図６　中央政府と地方政府との財政の関係性（平成28年度予算）
出典：財務省平成28年度予算フレーム，総務省地方財政関係資料
　　　総務省平成28年度地方財政計画の概要をもとに筆者作成
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うことである．また，地方交付税だけでは補いきれ
ない場合は臨時財政対策債が発行され不足分に充当
される．2016（平成28）年度では，3.8兆円の臨時
財政対策債の発行が見込まれている．
　以上のことから，公立病院への繰入金のあり方を
検討する際には，地方財政の歳入歳出だけではなく，
間接的ではあるものの，国の一般会計ともつながっ
ていることも念頭においておかなければならないと
いえる．
　次節では，このつながりの仕組みについて詳しく
みていくために，地方公共団体の財源保障を担う地
方交付税について述べる．
４. ３　地方交付税
　地方交付税とは，前述のとおり，国の税収のうち，
所得税，法人税，酒税，消費税の一定割合を地方固
有の財源と捉え，地方に分配されるものである．地
方交付税の目的は，地方公共団体が行政サービスを
一定の水準で提供できるように，地方公共団体間で
の財源の不均衡を調整する役割がある．したがって，
前述の地方財政計画によって地方交付税の歳入総額
とともに地方交付税額が決定した後に，財源の不均
衡に応じて，各地方公共団体へ地方交付税を分配す
る作業が行われることになる．地方交付税には普通
交付税と特別交付税の2つがあり，普通交付税には
交付税総額の94% が，特別交付税には交付税総額
の6% が充てられることになっており，それぞれ分
配の基準が異なっている．以下では，それぞれの分
配基準について見ていくことにする．
４. ３. １　普通交付税
　各地方公共団体における普通交付税額は，その地
方公共団体の基準財政需要額と基準財政収入額の差
分となっている．
　まず，基準財政需要額とは，当該地方公共団体が
法律・政令に基づいて事務を行った場合に標準的に
発生する財政需要を表した金額のことである．その
ため，人口密度や給与差あるいは自然環境といった
地域の事情に応じた財政需要が算出されるような仕

組みがとられている．具体的には，計算の前提とし
て，はじめに，標準的な団体†5）における財政需要
を算定して人口や面積といった測定単位当りの単位
費用が計算される．そして，この単位費用に当該地
方公共団体の測定単位と当該地方公共団体の地域的
な事情を加味する補正係数を掛け合わせることに
よって，個別に基準財政需要額が求められるという
仕組みになっている．
　次に基準財政収入額とは，標準的な地方税収入
に0.75をかけた値に地方譲与税等を加えたものであ
る．なお，標準的な地方税収入に0.75をかけて残っ
た額については，留保財源とよばれ，普通交付税額
の算定には含まれない．このように留保財源が一定
割合で確保されている理由として，地方公共団体に
税収確保のインセンティブをもたらし，財政力の格
差を積極的に認めている部分であるとする説明が存
在している7）．
　ここまでの説明を図に表すと図7のようにな
る†6）．正確には，このように普通交付税が交付さ
れる交付団体以外に，基準財政収入額が基準財政需
要額を上回る地方公共団体も存在する．そのような
団体は不交付団体と呼ばれるが，議論が複雑になる
ため，本稿で詳しく説明することはしない．しかし，
標準的な財政需要以上の財政収入が見込まれるとい
うことは，その分，地方公共団体の裁量によってよ
り多くの政策メニューを提示できる可能性があると
いうことは理解しておく必要があろう．
４. ３. ２　特別交付税
　特別交付税とは，普通交付税の枠組みでは捉えき
ることのできない特別な財政需要に対して地方公共
団体に交付されるものである．具体的には，特別交
付税に関する省令によってその中身が定められてお
り，2015（平成27）年度の公立病院に関する特別交
付税の内訳は次の表2に示すとおりとなっている．
なお，表1の繰出金基準のうち，一部は特別交付税
での措置となっており，表2に示したものがこれに
相当すると考えられる．

図７　普通交付税額決定の枠組み
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図８　国家財政の税収と歳出の時系列推移
出典：財務省　財政統計をもとに筆者作成

表２　公立病院に関する特別交付金の項目

出典：�自治体病院経営研究会編集自治体病院経営ハン
ドブックおよび総務省特別交付税に関する省令
をもとに筆者作成

４. ４　国の財政状況
　最後に，公立病院にとって地方公共団体からの繰
入金の延長線上には国の財政が存在するという視点
から，国の収支状況を見ておきたい．図8には，国
の公債金を除いた収入と支出の1989（平成元）年以

降の推移を示している．これをみると，1989（平成元）
年以降で公債金なしに収入と支出を同水準にした年
はないことが分かる．また，この図を見る限り，公
債の発行額は年々増加する傾向にあることが分かる．
　一方で，借りた金額以上の金額を返済していれば
借金の累積額は減少していくが，現実には，図9に
示したように国の長期債務残高は増加し続けてい
る．また，地方公共団体の長期債務残高も年々増加
しており，2015（平成27）年には国と地方公共団体
をあわせて1000兆円を突破している．
　今後，少子高齢化がより一層進展し，生産年齢人
口の減少による税収の減少や高齢者の増加による社
会保障関係費の増加が起こるならば，長期債務残高
はますます増加する可能性がある．また，この借金
は将来世代が負担することになるため，国と地方公
共団体にとっては，収入と支出のあり方を検討する
ことが喫緊の課題であるといえる．

５．おわりに
　本稿では，地方公共団体の一般会計から公立病院
へ繰り出される公営企業繰出金の病院事業分を中心
に国や地方公共団体の財政とのつながりを見てき
た．公立病院と財政のつながりという意味では，補
助金や地方債あるいは病院事業債，さらには交付税
の基本財政需要額における病院事業に関する費用の
具体的な算定根拠など，他にも具体的に論じなけれ
ばならないことはあったと思われる．また，経常損
失を計上している病院が多いにもかかわらず，地方
財政計画で見込まれた公立病院への繰出金が，決算
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図９　国と地方の長期債務残高の推移
出典：財務省財政関係基礎データ（平成28年4月）をもとに筆者作成

においては見込み額未満であったことには，繰出金
の枠組みの不十分さを感じざるを得なかった．これ
らを明らかにしていくことは，また別の機会に譲る
として，本稿から明らかになったことを2点示して
おきたい．
　まず，1点目は公立病院の経営難は公立病院が存
在するその地域だけの問題ではないという点であ
る．公立病院に繰り出される公的資金は有限である．
長期債務残高の様子を見る限り，むしろ不足してい
ると言っても良いかもしれない．したがって，1つ

の病院だけの経営状態の改善が達成されれば良いわ
けではなく，むしろ，わが国に存在する804の公立
病院全ての経営状態が改善されることがわが国の財
政にとって望ましいことであるといえよう．
　2点目は公立病院の経営には組織運営に関する知
識と制度や政策あるいは財政に関する知識の双方が
欠かせないということである．これら2つの側面が
あってこそ，「公共の福祉の増進」，「経済性の発揮」，
「独立採算の原則」といった公立病院の特徴が生き
てくると思われる．

注
†1） 2025（平成37）年を1つの基準としている理由には，出生数の多かった1947（昭和22）年から1949（昭和24）年生

まれの「団塊の世代」が全て75歳以上となり，医療や介護の需要が増大すると考えられているからである．
†2） 公立病院の他会計繰入金に注目して論じた先行研究としては，熊谷9）や佐野10）あるいは大島と石田11）などがある．

一方，財政の視点から公立病院への繰入金について論じられたものとしては，小西12）がある．
†3） 財務規定を含む一部の規定が適用されている「一部適用」の病院事業と，条例等により地方公営企業法が全て適

用されている「全部適用」の病院事業が存在する．
†4） 他に計上されている事業としては，上水道事業，工業用水道事業，交通事業，下水道事業，市場事業，簡易水道事業，

駐車場整備事業，港湾整備事業，ごみ固形燃料発電，ガス事業，基礎年金拠出金等などがある2）．
†5） 標準的な団体の規模については，経費ごとにその標準値が定められており，都道府県において公立病院に関わる

経費が計上される衛生費においては，人口170万人，保健所数9所，衛生研究所1所が標準団体の行政規模である．
また，単位費用は上記のような人口と施設を有する団体を想定して計算した必要経費を測定単位となる人口170万
で除して人口一人当たりにすることで求められる．

†6） 平成28年度の地方財政計画に基づけば，この図に前述の臨時財政対策債が含まれることになるが，今回は簡単化
のために捨象している．
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